
【総務省情報流通行政局地域通信振興課】 

【総務省総合通信基盤局電波部移動通信課】 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一人ひとりの幸せ実現に向けたデジタル化のための 
通信環境の整備及び人材育成の推進 

【提案事項】 予算拡充  

多様なニーズに合ったサービスを選択することができ、一人ひとりの幸せ
を実現するためのデジタル化を進めることが重要であり、企業及び自治体が
事業を進めやすくするための環境の整備・人材確保が必要であることから、 

（１）通信事業者に対し、５G のエリア拡大と、通信量の増大に対応した低廉
なサービスの提供について働きかけること 

（２）企業及び自治体に対して、実践的な人材の育成に対する支援制度の
充実を図ること 

（３）山間部及び離島においても安定したデータ通信を行うことができるイン
フラ整備を推進すること 

【提案の背景・現状】 

○ 社会全般におけるデジタル化の進展により、インターネット上のサービス利
用に係る回線の確保・維持の重要性が増すとともに、経済性が重視されている。 

○ 総務省では、2023 年度末までに約 28 万局以上の５Ｇ基地局整備を図ることと

しているが、地方ではほとんどエリア化されておらず、また、インターネット回
線等のデータ通信サービスについては、競争が進んでいない。 

○ あらゆる分野の様々な現場において、デジタルの活用推進が必要な中、専門的
人材の確保は、より地方ほど難しくなっている状況にある。 

【山形県の取組み】 

○ 誰もがデジタル化の恩恵を受けられ、誰一人取り残さないということを基本理

念とした「Yamagata 幸せデジタル化構想」を令和３年３月に策定し、様々な分
野でのデジタル化の推進を目指している。 

○ 県立学校の全ての普通教室に無線ＬＡＮを整備するとともに、県立特別支援学
校には１人１台の情報端末等を導入することとし、また、市町村には早期の整備

を促している。 

○ 大学等学術機関や情報関連企業などと連携し、デジタル技術の導入を企画でき

る人材を育成するための講座を実施している。 

【解決すべき課題】 

○ 一人ひとりの幸せ実現のためのデジタル化を進めるうえで、インターネット上
のサービス利用や、データ通信量の拡大に伴う、ネットワークの増強等の通信環

境の確保が不可欠であり、その運用にかかるコスト負担の軽減が必要である。 

○ 中小企業・小規模事業者において、ノウハウ不足・専門的な人材不足がデジタ

ル化推進の障壁となっており、専門家の派遣や先進事例の成果を等しく普及させ
るための取組みが必要である。 

○ 山間部等での人口減少に対応し、持続可能な社会を形成していくためには、テ

レワークなどが可能なデジタル活用環境の整備を進める必要がある。 

新規 

一部新規 
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携帯電話不感トンネル 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山形県担当部署：みらい企画創造部 やまがた幸せデジタル推進課 TEL：023-630-3197 

＜光ファイバの整備状況＞ 

（出典：ブロードバンド基盤整備率調査 ２０１９年度末（総務省）） 

※ ＦＴＴＨ：光ファイバによる家庭向けのデータ通信サービス 

＜インターネット利用率及び機器別の利用状況＞ 

（出典：通信利用動向調査 ２０１９年（総務省）） 

＜山形県の取組み＞ 「Yamagata 幸せデジタル化構想」 

＜主要な携帯電話不感路線及び当該区間内にある携帯電話不感トンネル＞ 

（山形県調べ：主要道路（交通量 1,000 台以上）における不感状況 ２０２１年３月） 

FTTH
利用可能世帯率

（％）

固定系超高速BB
利用可能世帯率

（％）

移動系超高速BB
利用可能人口率

（％）

山形県 99.7 99.9 99.8

全体 99.1 99.6 99.9

パソコン
携帯電話

（PHSを含む） スマートフォン タブレット型端末

山形県 81.0 39.6 11.0 52.7 13.7

全体 89.8 50.4 10.5 63.3 23.2

インターネット利用者の割合

総数

山形県ではブロードバンドの

利用可能な環境は全国と同程

度に整備されているが、インター

ネット利用は、全国よりも進んで

いない状況。 

高齢化が進む地方において 

も格差なく利用できるよう、低廉

なサービスが必要。 

米沢飯豊線 雪崩発生状況 
（Ｈ30.3：片側通行止め３週間） 

（出典：「Yamagata 幸せデジタル化構想」２０２１年３月（山形県）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①子どもから高齢者までデジタル 
の利便性を享受 

・デジタル活用でより良い医療・福祉 

の体制構築 

・交通事故防止に向けたデジタル技術 

の活用 

・災害時にドローン等を活用して、迅 

速な現場確認 

・地域の買い物支援 

・地域公共交通の利便性向上 

  (路線バス等へＩＣカード導入) 
 
②地域の魅力と交流人口の拡大 

・ネット環境の強化によるテレワーク 

環境整備 

・ワーケーション等の展開 

・県外転出者を対象とする関係人口の 

拡大 

 
①経営・生産の効率化 

・衛星データ、ドローン等による農

地・林地管理  
②「攻めのデジタル化」による 
売上 UPとブランド強化 

・先端産業分野におけるデジタルを 

活用した新製品の開発促進  
③観光産業の振興 
・デジタルマーケティング  
④デジタル人材の育成活用 
・副業人材等の活用 

 
新たな生き方・楽しみの創出 

・デジタル化による新たな楽しみの 
創出・感動の共有 

 
①「新・電子県庁」の実現 
・職員のテレワーク促進 

・電子決裁の推進(決裁文書の電子的管

理) 

・オンライン会議・研修の一層の利活用

推進 

・県の施策を動画で分かりやすくネット

配信 
 

②市町村のデジタル化 
・市町村の効率化支援 

・オンラインで県と市町村を繋ぎ、重要

施策の情報共有や意見交換 

・デジタル化の課題を共有し、課題解決

にむけて研修等の実施 
 

③教育・研究のデジタル化 

・デジタルを活用した質の高い教育・研
究の推進 

『Yamagata 幸せデジタル化構想』の４本柱 

県・市町村 暮らし 仕事 

余暇 

路線 不感距離 区間内トンネル

国道１２１号
＜米沢市入田沢～福島県＞
主要地方道　米沢飯豊線
＜飯豊町高峰＞
主要地方道　尾花沢最上線
＜尾花沢市市野々＞
県道　楢下高畠線
＜高畠町柏木峠＞

約18㎞ 大峠トンネル 3,940ｍ

約４㎞ 柏木トンネル 322ｍ

約７㎞ 屏風岩トンネル 345ｍ

約６㎞ 山刀伐トンネル 538ｍ

緊急輸送道路を含む局所的な豪雪被害が頻発し、被害現場での通信手段の確保が重要で 
あるが、依然、携帯電話の不感区間が残っている。 
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【国土交通省 道路局 企画課、国道・技術課、環境安全・防災課、高速道路課】 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高規格道路・一般広域道路の整備推進と財源の確保 

【解決すべき課題】 

○ 本県の高規格道路は、４路線 14 区間 約 90ｋｍで事業が進められており、県
政発展に向けたストック効果の早期発現のため 1 日も早い開通が必要である。 

○ 災害等に対する信頼性の高い道路ネットワークの構築に向けて、高規格道路と
代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワークが必要である。 

〇 東北横断自動車道酒田線「月山ＩＣ～湯殿山ＩＣ」間は、技術的課題に加え、
整備や維持管理の財源を含めた事業手法など、今後の検討が必要である。 

〇 一般広域道路（直轄国道）の課題解決のため､国道 48 号の事前通行規制解消に
向けた調査･検討への着手や国道 112 号の渋滞緩和に向けたバイパスの整備推進

が必要である。 

【提案事項】 予算拡充 

広域道路ネットワークを形成する高規格道路、一般広域道路は、産業や観
光の振興、交流人口の拡大、また、激甚化、頻発化する災害に対する強靭化
の観点からも重要な社会資本であることから、 

（１） 国土強靭化に資する格子状の高規格道路のミッシングリンク解消のため 

①  事業中区間の整備加速に向けた財源確保を図ること 

②  調査中区間の着実な事業化に向けた調査推進を図ること 

③  構想路線についても、ダブルネットワークになるよう、整備や維持管理
の財源を含めた事業手法などの課題の整理・検討に着手すること 

（２） 直轄国道の一般広域道路について、ダブルネットワーク機能の強化の
ための防災課題の解消及び事業中区間の整備推進を図ること 

（３） 安全･安心確保のため、暫定２車線区間における「4 車線化優先整備
区間｣の整備推進を図ること 

【提案の背景・現状】 

○ 人・モノの流れが自動車に大きく依存する本県にとって、産業や観光の振興、

交流人口の拡大に資する広域道路ネットワークの整備は不可欠であり、ポストコ
ロナに向けた本県経済の再生に向けても、その重要性は一層高まっている。 

〇 しかしながら、本県の高規格道路は、縦軸でも横軸でも多くのミッシングリン

クを抱え、十分な機能を発揮していない。 

〇 高規格道路とダブルネットワーク機能を果たす一般広域道路（直轄国道）も、
速達性や豪雨･豪雪等の自然災害に対する脆弱性などの課題を有している。 

【山形県の取組み】 

〇 広域道路ネットワークを形成する高規格道路の円滑な事業実施に向け、本県基

金を活用した事業用地の先行取得に取り組んでいるほか、整備効果の発現に向
け、地域活性化ＩＣやアクセス道路の整備に取り組んでいる。 
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開通見込み

 
   ＜広域道路ネットワーク計画（案）＞ 
  

山形県担当部署：県土整備部 道路整備課 高速道路整備推進室 TEL：023-630-2609 

国道48号　東根市大滝

H28.1.18 豪雪による多数の滞留

３

供用中

凡　　　例

調査中

構想路線

高規格
道路※１

供用中

事業中

一般広域
道路※２

※１　サービス速度が概ね６０ｋｍ/ｈ
　　　　以上の道路
※２　サービス速度が概ね４０ｋｍ/ｈ
　　　　以上の道路

事業中

※ダブルネットワーク︓災害時等においても、2 本の路線が互いに補完し合い、通⾏を確保するネットワーク 

令和 3年 3⽉末現在

予定路線延⻑ 供用延⻑
（km） （km）

全　国 11,520 10,127 88%

東北６県 1,882 1,728 92%

山 形 県 341 264 78%

高速道路の整備状況

供用率
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高規格道路と一体となって地域を活性化する
県管理道路等の整備財源の確保 

【提案事項】予算拡充 制度拡充   

高規格道路をはじめとする道路のストック効果を高め、地域の活性化を図
っていくためには、高規格道路へのアクセス性が高い道路ネットワークを構築
する必要があるため、 

（１）未整備区間（ミッシングリンク）を有する高規格道路は、全線開通によっ
て初めて道路ネットワークとしての役割を果たすことから、その整備と合
わせて、市町村の中心市街地や観光地、空港・港湾等の重要な拠点と
高規格道路を結ぶ実質的なアクセス道路の整備について、個別補助化
など、制度及び財政支援の拡充を図ること 

（２）道路全体のネットワークとして、高規格道路のストック効果を最大限発揮
する県管理道路等の整備についても、必要な財源を確保すること 

【提案の背景・現状】 

○ 高規格道路へのアクセス性を高め、県内各地域の活性化を図るためには、さら
なる高規格道路の整備促進と、合わせて高規格道路への実質的なアクセス道路や

アクセス道路間、重要拠点間を結ぶ幹線道路等の整備を推進する必要が有る。 

○ 一方、現在の補助制度では、整備中の高規格道路・スマート IC への一次アク
セス道路等に限定されている。 

【山形県の取組み】 

〇 現在整備中であり、開通時期が公表されている東北中央自動車道（東根北 IC

～村山大石田 IC 間）と地域高規格道路（新庄酒田道路、新潟山形南部連絡道路）
へのアクセス道路の整備 

高規格道路 工区 

高規格幹線道路 

・東北中央自動車道 
東根北 IC、村山 IC、村山北 IC、大石田村山 IC 

地域高規格道路 

・国道 47号(新庄酒田道路) 

・国道 113 号(新潟山形南部連絡道路) 

新庄古口道路 国道 458 号 本合海バイパス 

梨郷道路 国道 287 号 米沢長井道路 

〇 高規格道路のストック効果を最大限発揮する県管理道路の整備 

国道 458 号（金沢工区）、主要地方道山形天童線（成生工区） 等 

【解決すべき課題】 

○ 接続する高規格道路が整備済区間の場合でも、ミッシングリンクを含む高規格

道路である場合、ストック効果を高めるため、その解消に合わせて、地域活性化
に資するアクセス道路の整備を進める必要がある。 

○ 速達性・安全性の向上を図るため、高規格道路の整備と合わせ、高規格道路か
ら重要な拠点まで、また、重要な拠点間を結ぶ道路の整備等が必要である。 

新規 

【国土交通省 道路局 企画課、国道・技術課、環境安全・防災課】 
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山形県担当部署：県土整備部 道路整備課  TEL：023-630-2156 

高規格道路からの 

30 分アクセス圏域イメージ 

至 天童市街地 

空港 

至る IC IC アクセス道路の整備状況 

IC アクセス道路の整備状況 市街地と IC・空港 
を結ぶ道路の整備状況 

(主)山形天童線（成生工区） 国道 287 号（米沢長井道路） 国道 458 号（本合海 BP） 

アクセス性を向上させる

ことで 30分圏域を拡大 

アクセス性を向上させる

ことで 30分圏域を拡大 
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【国土交通省 港湾局 計画課】 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒田港の機能別拠点化の推進 

【山形県の取組み】 

○ 金属くず輸出先の遠隔地化に対応するため、輸出事業者や他のリサイクルポー

トの港湾管理者等とともに、金属くずの合積み等の検討を行っている。 

○ 令和２年１０月に、初めて西ふ頭くん蒸上屋を使用して酒田港から中国へ精米

輸出を行った。 

【解決すべき課題】 

○ 金属くず輸出の遠隔地化に伴う大型船舶の増加及びクルーズ船の増加により、

大型岸壁の輻輳が懸念される。 

○ 西ふ頭くん蒸上屋を継続して安定的に使用するためには、腐食性のあるリン化

アルミニウムに強い電気設備への交換等が必要である。 

○ 冬期間の安全・安心な入港環境を確保するためには、防波堤の整備・改良が必

要である。また、大規模な地震に備えるため、耐震強化岸壁の拡充が必要である。 

新規 

【提案事項】 予算拡充  

経済成長が著しい対岸諸国の経済成長を取り込み、日本海側港湾の伸ば
すべき機能の拠点化を推進するとともに、災害に強い物流ネットワークを構築
する必要があるため、港湾整備財源の確保を図るとともに酒田港においては、 

（１）循環型社会の推進と国際交流の拡大を並行して進め、増加する大型船
舶を確実に受け入れられる岸壁が必要なことから、既存ストックを活用し
た岸壁の大型化（延伸・増深）を推進すること 

（２）農林水産物の更なる輸出等を促進するため、中国向け精米輸出に必要
なくん蒸倉庫に登録されている施設等の機能強化を支援すること 

（３）国土強靭化のため、港内の静穏度を向上させる防波堤の整備・改良を
着実に実施するとともに、緊急時の物資輸送ルートを確保するため、耐震
強化岸壁の整備を推進すること 

【提案の背景・現状】 

○ 太平洋側港湾では、国際コンテナ戦略港湾や国際バルク港湾など、拠点化の推
進による国際競争力の強化を図っているが、一方の日本海側港湾は、伸ばすべき

機能を選択し港湾間で連携して取り組む必要がある。 

○ 酒田港は山形県の経済を支え地方創生を牽引しており、特に循環型社会を推

進するリサイクルポートとして他港と連携した取組みを推進している。 

○ コロナ前はクルーズ船の寄港が大幅に増加しており、ポストコロナにおいて

も順調な回復・増加が見込まれている。 

○ 山形県は農林水産物の輸出拡大に取り組んでおり、酒田港西ふ頭くん蒸上屋

は関東から東北で唯一、中国向け精米輸出のくん蒸倉庫として登録されている。 

○ 冬期間の日本海側は悪天候の日が多く、冬季風浪等により入・出港障害や荷役
障害が発生している。また、東日本大震災以降も大規模な地震（令和元年６月山

形県沖地震）が発生している。 

新規 

一部新規 
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山形県担当部署：県土整備部 空港港湾課  TEL：023-630-2447 

日本海特有の北西からの 
冬季風浪を防ぐ防波堤整備 

既存岸壁の大型化により 
岸壁利用の輻輳を回避 

（１） 既存岸壁（古湊３号岸壁）の 

大型化(延伸・増深) 【国】 

（３） 耐震強化岸壁の整備【国】 

酒田港全景 （３） 防波堤(北)(第二)の整備 

防波堤(北)の改良【国】 

（２） 西ふ頭くん蒸上屋 

の機能強化【県】 

＜リサイクル貨物の遠隔地化＞ 

西ふ頭くん蒸上屋が関東から東北で唯一の登録 

＜クルーズ船の受入れ＞

＜耐震強化岸壁整備状況＞
荷役障害や入出港障害が発生 

＜冬季の越波状況＞

（１）岸壁の大型化 

（２）中国向け精米輸出 

（３）防波堤・耐震強化岸壁の整備推進 

計画２バース中、１バースが未整備 

宮海第２号岸壁 

（既設） 

L=170m(-10) 

古湊第３号岸壁 

（未整備） 

L=230m(-12) 

＜中国向け精米輸出施設指定状況＞

高校生ボランティアによるおもてなし花笠でのお⾒送り

地域を上げてクルーズ船をおもてなし 
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【内閣官房 国土強靭化推進室】 

【国土交通省 鉄道局総務課、幹線鉄道課、施設課】 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国土の強靭化と交流拡大に不可欠な福島～米沢間トンネル 
及びフル規格新幹線の早期実現 

【提案事項】 予算拡充 

災害時のリダンダンシー機能の確保などの国土強靭化や日本海・太平洋
２面活用型国土の形成、さらには、将来の感染症発生に備えた分散型社会
構築のため、全国新幹線ネットワークの充実・強化が必要であることから、 

（1）基本計画路線である奥羽・羽越新幹線について、整備計画策定に向け
た法定手続きに着手するとともに、新幹線関係予算を増額すること 

（2）とりわけ、福島から秋田までを結ぶ奥羽新幹線の重要性に鑑み、将来
の同新幹線にもつながる福島～米沢間のトンネル整備について、新たな
支援スキームの創設等も含め、早期事業化に向けた財政支援を行うこと 

【提案の背景・現状】 

○ 山形新幹線（在来線特急）は、本県と首都圏を結ぶ県民生活やビジネス、観光

に欠かせない重要な社会基盤であるが、特に福島～米沢間において自然災害等に
よる輸送障害が多発し、安全性や安定輸送の確保が喫緊の課題となっている。 

○ また、北海道から鹿児島までフル規格新幹線で結ばれた太平洋側に比べ、日本

海側は昭和 48 年に基本計画に定められて以降 40 年以上進展がなく、東北では
秋田・山形県だけが未整備と観光や災害対応等の面で大きな格差が生じている。 

○ 国土全体の強靭性の確保と活力の向上、また、東北地方の一体的・自律的発展

を実現していくためには、日本海側の機能強化を図るとともに、太平洋側とを結
ぶ新幹線ネットワークの形成が不可欠である。 

○ 併せて、将来の感染症発生に備えた企業等の多元化・分散化、テレワークや二
地域居住等による分散型社会構築のための基盤としての重要性も高まっている。 

【山形県の取組み】 

○ 福島～米沢間トンネル整備の早期事業化に向けて、ＪＲ東日本と協議を進める

とともに、奥羽・羽越新幹線の早期実現と併せた機運醸成・要望活動や、新型コ

ロナによる利用者減を踏まえた新たな需要創出のための取組み等を行っている。 

○ 関係６県が連携し、新幹線の効率的な整備手法等の調査・検討を行っている。 

【解決すべき課題】 

○ 国土強靭化、分散型社会の構築を図る上で全国新幹線ネットワークの早期整備

は急務であり、とりわけ福島から山形を経由して秋田までつながる奥羽新幹線
は、東北の中央部を貫く骨格として大きな役割を果たすことが期待される。 

○ そうした中、福島～米沢間トンネルは、北海道・東北新幹線をはじめ全国新幹

線ネットワークの安定性向上にも寄与するとともに、リダンダンシー機能の確保

などの国土強靭化上も重要な意義を有し、さらには、将来のフル規格新幹線を見
据えた整備を行うことで効率的な奥羽新幹線整備にもつながるものである。 

○ 一方で、莫大な事業費を要する大規模プロジェクトであることから、これらの

視点からの新たな支援スキームの創設も含めた政府の財政支援が不可欠である。 
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山形県担当部署：みらい企画創造部 総合交通政策課  TEL：023-630-3086 

秋田 

 
山形 

福島 
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【国土交通省航空局航空ネットワーク企画課、空港計画課、総務課政策企画調査室、 

航空事業課】 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方空港の機能強化と航空ネットワークの維持・拡充 

【提案事項】 予算拡充 制度改正 

国内外からの交流人口拡大による地方創生の実現、災害に強い国土の
形成には、地方空港の機能強化と航空ネットワークの維持・拡充は必要不可
欠であることから 
（１）災害時のリダンダンシー機能を拡充するため、地方空港の滑走路

2,500ｍ化を推進し、中距離国際線の就航も可能とすること 
（２）空港の国際化など空港の機能強化に対する支援を拡充すること 
（３）羽田発着枠政策コンテストにより２便化されている羽田＝山形線につい

て、コロナ禍を例外とすれば、利用実績が堅調であること、また、大規模
災害時においては、他空港・鉄道の代替機能を果たす重要な路線であ
ることから、恒久的に２便化運航が確保されるように措置すること 

（４）また、羽田＝庄内線は、庄内地域にとって、ビジネス・観光等の交流拡大
のために極めて重要な高速交通の基盤であり、地方創生に不可欠であ
ることから、増便に向けて同コンテスト枠の拡大等を図ること 

【山形県の取組み】 

○ 本県では着陸料の減免を行い航空会社への支援を行っている。 

〇 庄内空港のインバウンド受入対応のため、空港の機能強化について、空港ビル

や地元市町等とともに具体的な構想を検討中である。 

○ 国内線の維持・拡充のため、山形空港発着の遊覧飛行を実施するなど、新たな

航空需要の創出に向けて、様々な取組みを進めている。 

【提案の背景・現状】 

○ 本県では、東日本大震災時に多くの臨時便や米軍機等を受け入れ大きな役割を

果たしたが、滑走路が 2,000m しかないため、遠方からの受入れが困難である。 

○ 新型コロナにより運航見合わせとなっている本県国際チャーター便の速やか

な回復を図り、今後、より多く、より多様な国・地域との交流を進めていくため
にも、空港の受入体制の整備等を着実に進めていく必要がある。 

○ 国内線についても、利用者が大幅に減少しているが、ビジネスや観光等の交流
を通して地域経済を活性化させる上でも、路線の維持・拡充が不可欠である。 

【解決すべき課題】 

○ 滑走路 2,000ｍでは、遠方から旅客・貨物をフルに乗せた運航が出来ず、リダ
ンダンシー機能を十分に発揮することができない。 

○ 国際チャーター便の運航再開や交流人口の更なる拡大に向け、庄内空港の国内
線と国際線の動線を分離するなど、受入体制を整備する必要がある。 

〇 国内線の維持・拡充のため、利用回復・拡大に積極的に取り組むとともに、リ
ダンダンシー機能維持のためにも、羽田＝山形線の恒久的な２便化、羽田＝庄内

線の増便に向けた措置が必要である。 
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山形県担当部署：県土整備部 空港港湾課       TEL：023-630-2447 
        みらい企画創造部 総合交通政策課   TEL：023-630-3079 
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庄内空港

山形空港

便

コロナ前は右肩上がりで増加 

山形空港・庄内空港 国際チャーター便運航状況 

羽田＝山形線 利用状況 羽田＝庄内線 利用状況 

2011 東日本大震災時の山形空港利用状況 

 

空港から被災地に 
向かう救助関係者 

１階受付カウンター付近 

就航した米軍機（山形空港） 被災時に山形県の空港から支援 

1日当たりの利用者数が 10倍超へ 

政策コンテストによる 2便化後、利用者数が 3倍超 重要な交通基盤として、コロナ前は利用者数が増加傾向 

※R3.2.13 福島県沖地震時 

東北新幹線の一部運休に伴い、 

羽田＝山形線が臨時運航 

■2/15～2/24 の 10 日間、2～4往復運航 

■利用者数は約 3,000 人 

通年 2 便化 機材大型化 

山形空港に駐機中の台湾チャーター機 

仙台空港 

山形空港 
2,000m 

庄内空港 

2,000m 

東
北
新
幹
線 
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【総務省自治財政局財政課、情報流通行政局地域通信振興課】 

【国土交通省自動車局旅客課、総合政策局地域交通課、モビリティサービス推進課、  

鉄道局鉄道事業課地域鉄道支援室、海事局内航課】 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域公共交通の維持・確保に向けた取組みへの支援 

【提案事項】 制度創設 予算拡充 

高齢化の進行による免許返納の増加などに伴い、高齢者をはじめ住民の
日常生活の足となる地域公共交通の維持・確保が不可欠であることから、 

（１）バス運行に関する「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」の予
算の拡充を図るとともに、地域の実情に応じた補助算定基準の緩和や、
補助対象事業の拡充を図ること 
また、地域鉄道・旅客船の維持・確保に係る財政措置の拡充を図ること 

（２）自治体が行う乗用タクシーを活用した取組みに対し、支援の拡充を図
ること 

（３）ＭａａＳの早期導入に向けた基盤整備に関する支援の拡充を図ること 

【提案の背景・現状】 

○ 路線維持に係る「地域公共交通確保維持改善事業」は画一的な算定基準等によ

り、特に地方部では十分な支援となっていないうえ、補助額も減少している。 

○ 特に地方部において地域公共交通の担い手となっている乗用タクシーについ
て新たな支援制度は創設されたが、乗合バスにはない上限額が設けられている。 

【山形県の取組み】 

○ 令和３年度、国や市町村、交通事業者等とともに「山形県地域公共交通計画」
を策定し、持続可能な地域公共交通ネットワークの維持・確保を図っている。 

○ 路線バス等の運行情報や公共交通に関わる統計データ等を横断的活用に資す

るプラットフォームを整備し、交通情報のオープンデータ化を推進している。 

○ フラワー長井線については、平成 28 年度に沿線２市２町が「鉄道事業再構築

実施計画」の認定を受けて上下分離方式を導入し、令和３年度からは更に支援を
拡大して、施設修繕等に対する財政支援や利用促進等に取り組んでいる。 

【解決すべき課題】 

○ バス事業者は、沿線自治体と連携し生産性向上に取り組んでいるが、人口減少

下において大幅な利用改善は困難であり、沿線の実態に合わせて国庫補助事業の

要件を緩和するなど、支援拡充が必要である。 

○ フラワー長井線は開業後 30 年以上経過し、老朽化した車両や施設・設備の更

新等に向け財政負担の増加が見込まれ、国庫補助の更なる上乗せが必要である。 

○ 地域公共交通の維持・確保の取組みに乗用タクシーを活用した場合、政府の補

助制度において上限額の撤廃など、支援拡充が必要である。 

○ ＭａａＳの早期導入の基盤整備として、バス情報の静的データに加え、動的デ

ータを提供するバスロケーションシステムの整備を更に促進する必要がある。 
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 バス等の乗合事業者への自治体支援の状況       山形鉄道(フラワー長井線)への自治体支援の状況 
＜地域の交通サービスの減少に伴い自治体の負担が増大＞ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年次 ～H27 H28～ R３～

自治体負担 6,000万円 8,400万円 1億800万円

施設整備等へ
の国庫補助率

１／３ １／２ １／３

備考

・H28から上下分離方式に移行する等、地域
　による様々な支援を実施してきたが、開
　業当初に地元自治体が供出した６億円の
　基金は残高が約6,000万円まで減少(R3.3月
　末時点)。
・開業から30年が経過した車両の更新等、老
　朽化した施設・設備の更新に今後、多額の
　経費が必要

山形県担当部署：みらい企画創造部 総合交通政策課  TEL：023-630-2161 

乗合バス・地域鉄道の現状 

乗用タクシーを活用した取組み 

＜R1.10.1 運行開始セレモニー（山形県南陽市）＞ 

ＭａａＳの早期導入の基盤整備 

■県内の公共交通の統計データや交通サービス情報（GTFS-JP 等）を整理・作成し、県サーバーで管理 

■GTFS-JP によるバス情報については、５大路線検索サイトプロバイダ（ＣＰ）に提供し、Ｗｅｂでの 

ルート案内を実現 

＜増加する自治体負担・減少する国庫補助・安全性 

確保のために必要な設備更新の停滞＞ 

■地方部においては、乗用タクシーについて地域公共交通の担い手としての期待が大 

■山形県南陽市沖郷地区では、地元の協議会が主体となって、高齢者を対象に商業施設等の指定乗降箇所

との間をワンコイン（500 円）で利用できる乗用タクシーサービスを展開 

■バス事業者等は沿線自治体等と連携し利用拡大・生産性向上に取り組んでいるが、少子化を伴う人口 

減少下においては大幅な利用改善は厳しい状況であり、自治体の負担も拡大 

 

国 県 市町村

7,855万円 7,855万円

地域間幹線系統補助 地域間幹線系統補助

4,987万円 5,863万円

フィーダー系統補助 市町村総合交付金

726万円 3,015万円

フィーダー系統補助 市町村総合交付金

幹線

定時定路線 9億9,957万円

デマンド 1億9,723万円
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【経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課、 

電力・ガス事業部 電力基盤整備課】 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カーボンニュートラルの実現に向けた安全で持続可能な 
エネルギー供給体制等の確保                ・ 

【提案事項】 制度改正 制度創設 
より安心して暮らせる地球環境を将来世代に残していくため、安全で持続

可能なエネルギー供給体制等を確保する必要があることから、 
（１） ｢エネルギー基本計画｣の策定・推進に当たっては、カーボンニュートラ

ルの実現に向け再生可能エネルギーの最大限の導入を目指すこと 
（２） 地域新電力が地方創生の担い手としての役割を果たしていけるよう、

｢卸電力市場｣や｢容量市場｣の制度設計を見直すこと 
（３） 再生可能エネルギーが持つ環境価値が地域で活用され、｢非化石証

書｣の取引がより一層円滑に行われるよう、制度設計を見直すこと 
（４） 原子力発電については、その依存度合いを徐々に少なくしながら、ゆく

ゆくは原子力に頼らない｢卒原発社会｣の実現を目指すこと 

【提案の背景・現状】 

○ 第６次エネルギー基本計画策定に向け、脱炭素化と安定供給両立の道筋を示

すためのエネルギー需給構造などについて議論が開始された(令和２年10月)。 

○ 令和２年12月下旬から一月余り続いた｢卸電力市場｣における取引価格の高騰

や、電源を自ら保有しない小売電気事業者に新たな費用負担を課す｢容量市場｣
の導入などにより、小売電気事業者の事業継続に重大な影響が生じている。 

○ ｢非化石証書｣については、利益調整に用いられるといった税務上の懸念があ

り、小売電気事業者間の転売が認められていない。 

○ 原子力発電所について、使用済み核燃料の処分方法が未定、我が国が世界有

数の地震国、テロの脅威などを背景に、国民の不安は大きく、これまで行われ
た複数の世論調査では、国民の約半数が再稼働に反対している。 

【解決すべき課題】 

○ ｢卸電力市場｣については、想定外の事象が発生したときに市場取引を停止で
きる制度の導入等を検討する必要がある。また、｢容量市場｣については、適切

な落札価格となるよう入札条件等を見直す必要がある。 

○ ｢非化石証書｣については、適正な会計及び税務処理が行われるよう監視体制

を整備したうえで、電気販売と一体的な売買を可能とする必要がある。 

【山形県の取組み】 

○ 福島第一原発の事故は、本県にも観光や農業などの面で風評被害をもたら
し、また、現在も多くの方が本県に避難しており、県では支援を続けている。 

○ この事故を教訓として、本県では平成24年３月、安全で持続可能なエネルギ

ー源である再生可能エネルギーの導入拡大を図るため｢山形県エネルギー戦略｣
を策定し、様々な施策を展開している。 

○ 特に、再生可能エネルギーの｢地産地消｣を実現するため｢(株)やまがた新電

力｣を設立し、災害対応力の強化や地域で生み出された再生可能エネルギーを地
域内に供給していく事業に取り組んでいる。 

新規 

新規 

新規 

一部新規 
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【経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課】 

【農林水産省 水産庁 漁港漁場整備部 計画課】【国土交通省 港湾局 海洋・環境課】 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洋上風力発電の円滑な導入に向けた環境整備 

【提案事項】 制度創設 規制緩和 

カーボンニュートラルの実現や地域経済の発展に向け、洋上風力発電を
円滑に導入する必要があることから、再エネ海域利用法の運用等において、 

（１）海域の選定や系統の確保等、案件形成を加速化するに当たっては、政
府主導で確実に推進すること。また、促進区域指定の進展にあわせ、近
接する港湾を基地港湾等として適切に配置すること 

（２）「系統接続の確保」の取扱いについて柔軟に対応すること 

（３）公募占用指針に定める供給価格上限額の設定について、洋上風力発
電と地域との共生が十分に図られる水準となるよう考慮すること 

（４）促進区域内における漁業操業や魚礁の設置等について、安全確保等
のための最小限の範囲を除き、制限しないこと 

【提案の背景・現状】 

○ 政府の導入目標が明示されたが、現時点では、海域の選定や初期段階の風況等

基礎調査、系統確保等は、事業者が行うことが前提とされている。 

○ 基地港湾に指定された４港のみが経済的な波及効果を受けるのではなく、洋

上風力発電事業を実施する地域すべてへの経済波及効果が望まれている。 

○ 促進区域の指定に当たり、基準の一つである「系統接続の確保」では、ガイド

ライン上、基準への基本的な適合の考え方が数例示されている。 

○ 事業者の選定に当たっては、再エネ導入に伴う国民負担の増大を抑制するた

め、コスト面が最も重要視されている（配点全体の 50％）。 

○ 促進区域内での漁業操業や魚礁設置等に関する取扱いは、明示されていない。 

【山形県の取組み】 

○ 「山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議」を設置し、地元関係者によ

る協議を行い、遊佐町沖での導入に向けた合意形成を図っており、また、酒田市

沖での導入の検討も開始する予定である。なお、遊佐町沖では、令和２年６月か
ら事業者 30 社による共同での風況調査や海域調査が実施されている。 

【解決すべき課題】 

○ 総事業費の抑制を図る観点から、政府が初期段階から基礎調査や系統確保等を

行い、より迅速かつ効率的に案件形成を図っていく仕組みが必要である。 

○ 案件形成の進展に合わせ、促進区域により近い港湾を基地港湾や運営に必要な

О＆М港（運転開始後の設備点検・維持管理の拠点、Operation＆Maintenance）

として、地域経済の発展に配慮した機能的なネットワーク化を図る必要がある。 

○ 「系統接続の確保」については、新たな増強の仕組み（一括検討プロセス）と

整合を図り、柔軟に判断することが必要である。 

○ 地域との共生のため、漁業協調策等が実現可能な水準の供給価格設定と、促進

区域内の漁業操業等の制限を最小限とすることが必要である。 
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一部新規 
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山形県担当部署：環境エネルギー部 エネルギー政策推進課  TEL：023-630-3049 

         県土整備部 空港港湾課           TEL：023-630-2447 

◎提案：実施時期を明確にしたうえでの、政府主導による確実な推進 

【事業者がそれぞれ調査する場合の課題】 

・地域住民の混乱  ・漁場等環境への負荷 

・事業者の投資リスク 

参入に意欲を持つ事業者 30 社による 

共同での調査実施 

【風況調査】 

＜風況観測塔＞ ＜ボーリング調査＞ 

【海域調査】 

政府主導のプッシュ型案件形成スキーム 

 

出典：洋上風力産業ビジョン（第１次）概要版 

酒田港の基地港湾のイメージ 

一括検討プロセスにおける系統接続の確保 

酒田港 

出典：再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2021 年 2 年 17 日資料） 

系統確保の蓋然性が高いタイミング 

◎提案：一般送配電事業者による暫定容量の確保や事業者の負担意思確認の時点など、系統 

確保の判断をプロセスのより早い段階とする柔軟な対応 

風力発電設備の物流基地のイメージ ２つの海域での導入を検討 

山形県遊佐町沖の取組み状況 

基地港湾の整備とネットワーク化 

能代港 

秋田港 

酒田港 
 

プロジェクト 
の多い海域 

基地港湾 

120



【内閣官房 水循環政策本部】 

【経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課、石炭課】 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域資源の保全や安全対策に配慮した鉱業政策の推進 

【提案事項】 規制強化 制度創設 

採石業の認可や旧亜炭採掘跡の対策において、自治体が地域の環境保
全や安全対策を踏まえ適切に業務を推進するためには、現状に即した制度
の見直しや創設等が必要なことから、 

（１）水資源をはじめとする豊かな自然環境を保全するため、採石法の岩石
採取計画の認可基準に「水資源・景観の保護等、環境に配慮した項目」
を加えるよう採石法を改正すること。また、内閣官房水循環政策本部が各
業法の所管省庁に対し、水循環基本法の基本理念に則った観点から関
係業法の見直しを実施するよう、働きかけを行うこと 

（２）賠償義務者が不存在の旧亜炭採掘跡で発生する陥没被害にかかる復
旧の責務は、基本的に政府にあるとの認識に立ち、今後も継続して復旧す
るために新たな事業制度の創設並びに根拠法の制定を行い、自治体等
が復旧を行う際に必要な財政支援を行うこと 

【提案の背景・現状】 

《採石法改正》 

○ 鳥海山の豊富な伏流水が流れる湧水の里・遊佐町では、鳥海山山麓の水源地域
で採石業が行われ、湧水への悪影響が懸念されている。 

○ 採石法に基づく岩石採取計画の認可は、都道府県知事の自治事務であるが、同

法の認可基準に「環境に配慮した項目」が盛り込まれておらず、公害等調整委員
会の過去の裁定では、自然環境や景観が損なわれることを理由とした不認可処分
は認められないとの判断が示されている。 

○ 山形県は鳥海山山麓での岩石採取計画の認可申請を不認可処分（平成 30 年）
としたが、不認可理由に自然環境の保全を掲げることは出来なかった。なお、事

業者が処分取り消しを求め、公害等調整委員会に裁定を申請し、係争中である。 

○ 水循環基本法では、「健全な水循環を維持するための取組みを積極的に推進し

ていくこと」を基本理念とし、内閣官房水循環政策本部が施策の総合調整を行う
こととされている。 

《旧亜炭採掘跡の対策》 

○ 賠償義務者が存在しない亜炭採掘跡の陥没被害の復旧は、国費と県費で積み

立てた「特定鉱害復旧事業等基金」により行っている。 

〇 基金造成時には想定できなかった地震や豪雨による陥没発生件数の増加など
により、基金の残高がひっ迫する状況となっている。 

【山形県の取組み】 

○ 遊佐町の湧水群をはじめとする貴重な水資源を保全するため、山形県は「山形

県水資源保全条例」を、遊佐町は「遊佐町の健全な水循環を保全するための条例」
をそれぞれ制定した（平成 25 年）。 
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【解決すべき課題】 

《採石法改正》 

○ 環境保護への関心の高まりや、地域環境の保全を重視した司法判断が出される

など、環境に配慮した事業が求められる中、自治体が積極的に自然環境を保全す
るためには、採石業の根本となる採石法の認可基準に「環境に配慮した項目」を

加えるよう採石法を改正する必要がある。 

《旧亜炭採掘跡の対策》 

○ 鉱業及び鉱山保安行政は、法律に基づく国の指揮監督下にあるものであり、旧

亜炭採掘跡の復旧対策については、政府において継続的かつ安定的な対策を講ず
る必要がある。 

○ 経済産業省では、基金の積み増しは制度上難しいと説明しているが、自治体等

が今後も継続して復旧事業を行うためには、政府の財政支援が不可欠であり、新
たな事業制度の創設及び根拠法の制定が必要である。 
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 基 金 残 高 の 推 移  

平成 23 年３月東日本大震災発生 
震災後数年にわたり発生件数が増加 

平成 30 年７月豪雨 
大規模の被害が多数発生 

R02 発生の亜
炭鉱害の復旧
費用として執
行予定 
(11,000千円) 

発生

件数 0 2 1 4 0 0 1 2 0 1 8 2 6 4 3 2 1 7 0 5

19,000 

＜ 遊佐町の採石現場の状況 ＞ 

＜ 舟形町の亜炭採掘跡の陥没発生状況＞ 

山形県担当部署 産業労働部 商工産業政策課   TEL：023-630-2115 

環境エネルギー部 環境企画課   TEL：023-630-3161 

(
見

込
)
 

○ 本県の特定鉱害復旧事業等基金の管理運営は、(公益)やまがた農業支援セン

ターが行っており、復旧工事は市町村が実施している。 

≪特定鉱害復旧事業等基金≫ 

 〇国費と県費で積立（Ｈ13） 

114,000 千円 

 〇令和２年度末の基金残高 

約 30,000 千円 

 〇令和３年度末の基金残高 

約 19,000 千円（見込み額） 

  令和２年度発生の亜炭鉱害

の復旧費の実施を見込む 

司法の判断（第１審・控訴審） 

○遊佐町にとって健全な水循環を維持する必要

性は高い 

○地域環境を保全するために岩石採取を規制し

た行政の判断の正当性を認めた判決 

○遊佐町が町条例に基づき鳥海山麓での岩石採取

を認めない処分を行ったところ、事業者が処分

取り消しを求めて提訴（平成 29 年） 

遊佐町と採石業者の裁判 
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【総務省 自治財政局 財政課、交付税課】 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方財政基盤の確立 

【提案事項】 予算拡充  

地方の安定的な財政運営には、各団体が必要とする一般財源が確保さ
れることが不可欠であることから、 

（１）少子化・人口減少対策やデジタル環境の整備による地方創生の推進へ
の対応、社会保障の充実をはじめとする財政需要を地方財政計画に的
確に反映すること  

（２）地方交付税の算定にあたっては、人口減少が著しい地方が地域社会の
持続可能性を確保するために必要な財政需要をなお一層考慮すること 

（３）地方交付税の法定率の引上げ等、適切な財源対策による臨時財政対
策債の発行に依存しない持続可能な地方交付税制度を確立すること 

【提案の背景・現状】 

○ 令和３年度地方財政計画では、交付団体ベースの一般財源総額が前年度比

0.4％の増となり、歳出に地域デジタル社会推進費が 2,000 億円計上されたもの
の、本県の令和３年度予算編成においては 151 億円の財政調整基金の取崩しを

余儀なくされるなど、いまだに財源不足額が生じている状況にある。 

○ また、少子化・人口減少対策という地方が抱える共通の課題への対応や急速な

デジタル化の推進への対応、高齢人口が増加するため社会保障関係経費が自然に
増加すること等により、今後も歳出規模は現状程度で推移する見込みである。 

○ その結果、本県の中期的な財政収支の推計では、毎年度 150 億円以上の財源不
足に対応していかなければならないなど、引き続き厳しい財政状況が想定されて

いる。 

【山形県の取組み】 

○ このような状況を踏まえ、本県では新たな「山形県行財政改革推進プラン

2021」（令和３年３月策定）に基づき、持続可能な財政運営の確保に向けて、更
なる行財政改革に取り組んでいる。 

【解決すべき課題】 

○ 今後も少子化・人口減少対策、デジタル環境の整備を通じた地方創生の推進や

社会保障の充実等の財政需要を的確に捉え、地方財政計画において適切に一般財
源総額を確保していく必要があり、このため、令和３年度までとなっている地方

一般財源総額実質同水準ルールを令和４年度以降も継続していく必要がある。 

○ 地方交付税の算定においては多くの費目で人口が基礎とされ、本県は歳出規模

が縮小しないにも関わらず基準財政需要額は減少傾向となっており、人口減少が
著しい地方の実態を考慮した算定方法となるよう見直しが必要である。 

○ 巨額の財源不足が解消されておらず、臨時財政対策債の発行に頼る状況が続い
ているため、法定率の引上げ等、持続可能な地方交付税制度の確立が必要である。 
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山形県担当部署：総務部 財政課  TEL：023-630-2044 

【参考資料】 

 １．山形県の人口と歳出規模（一般財源ベース）の推移 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．全国及び山形県の基準財政需要額の推移 ３．今後の財政収支の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．山形県県債残高の推移 

 

（単位：億円）

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

1,045 1,091 1,116 1,139 1,159

1,131 1,139 1,159 1,177 －

1,923 1,911 1,889 1,867 1,845

829 750 751 748 749

722 830 871 803 809

2,153 2,136 2,058 1,988 1,916

6,672 6,718 6,685 6,545 6,478

1,538 1,521 1,487 1,477 1,455

674 677 689 701 713

881 898 924 944 964

2,882 2,722 2,653 2,580 2,513

848 1,054 1,108 1,025 1,035

6,823 6,872 6,861 6,727 6,680

△151 △154 △176 △182 △202

100 △54 △230 △412 △614

注１：山形県財政の中期展望（令和３年２月）より作成

注２：「地方交付税」には地方譲与税、地方特例交付金を含む。

注３：「一般行政費」には繰出金、予備費を含む。

注４：令和３年度の数値は財源確保対策を講じた後の当初予算の姿である。
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国 庫 支 出 金

県 債

そ の 他

計　   (A)

［参考］令和元年度時点見込み

財 源 不 足 額 (C=A-B)

調 整 基 金 残 高
・ 財 政 赤 字

歳
　
　
出

人 件 費

社 会 保 障 関 係 経 費

公 債 費

一 般 行 政 費

投 資 的 経 費

計　   (B)

9,020 8,943 8,825 8,693 8,552 8,409 8,276 7,969 7,679 7,418 7,067 6,844 6,719 6,614 6,465 6,473 6,522

97 123 117 117 124 115 101
85

74
77

95
114 117 116 109 114 128

1,048 950 859 784 714 646 654
623

593
584

622
581 537 543 563 594 677

817 1,142 1,387 1,592 1,776
2,004 2,485 3,043 3,437 3,784 4,124

4,320 4,438 4,473 4,495 4,479 4,404

10,981 11,157 11,188 11,186 11,165 11,173
11,516 11,720 11,783 11,863 11,907 11,860 11,811 11,746 11,633 11,660 11,732
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臨時財政対策債

補正予算債等

災害復旧事業債

上記以外の県債

【億円】

　　　　注２：補正予算債等とは、政府の経済対策に伴う

　　　　　　　追加公共事業及び「防災・減災、国土強靭化

　　　　　　　のための３か年緊急対策」に係る公共事業の

　　　　　　　地方負担額に充当する県債

　　　　注１：表示単位未満を四捨五入しているため、

　　　　　　　合計が一致しない場合がある

地方交付税制度に

より全額手当 
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【厚生労働省医薬・生活衛生局水道課】 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水道事業の基盤強化を促進するための支援の充実 

【提案事項】 予算拡充 

国民の生活にとって重要な生活インフラである水道事業の基盤強化を促
進するため、市町村等水道事業者が行う水道施設の耐震化や市町村の枠
を超えた広域連携に対する支援の拡充が必要であることから、 

（１）水道施設の耐震化を促進するための交付金事業について、地方要望
額を充足する政府予算を確保すること 

（２）水道施設の耐震化を促進するための交付金事業について、交付率の
引上げ、対象施設の拡大及び採択基準の緩和を図ること 

（３）市町村の区域を越えた水道事業の広域連携を促進するための交付金
事業について、交付率の引上げ、採択基準の緩和を図ること 

【提案の背景・現状】 

○ 令和２年７月豪雨において、本県の水道施設に被災、断水が生じ、住民に多大

な影響を及ぼしたことから、水道施設の強靭化を図っていく必要がある。 

○ 水道施設の耐震化にかかる交付金については、平成 28 年度からの交付率の引

き下げや対象施設の限定等から、交付金の活用を見送る水道事業者が出ている。 

○ 水道事業を取り巻く環境は、人口減少に伴う水需要の減少や施設の老朽化等

により、今後一層厳しい状況となることが予想される。 

○ 特に本県は小規模事業が多く、持続可能な水道事業のためには、市町村の区域

を越えた「広域連携による経営基盤の強化」が有効な手段である。 

〇 広域化の類型には管理一体化や施設共同化等様々な形態があり、また、先進事

例でも広域化には 10 年程度の時間がかかっているが、交付金の採択基準はそう
した多様な広域化に対応していない。 

【山形県の取組み】 

○ 県内の水道事業者も水道施設の耐震化を進めているが、耐震化率は未だ低く、

特に多額の経費を要する浄水施設や配水池の耐震化が全国に比べ進んでいない。 

○ 平成 29 年度に策定した「山形県水道ビジョン」に基づき、平成 30 年 11 月に
市町村等の水道事業者並びに水道用水供給事業者等で構成する「水道事業広域連

携検討会」を県内４地域ごとに設置し、広域連携に向けた検討を行っている。 

【解決すべき課題】 

○ 県内の水道事業者が、水道施設の耐震化を早期に進めるためには、経営基盤の
脆弱さもあり国庫補助事業に頼らざるを得ない状況にあることから、交付率の引

上げ、対象施設の拡大及び採択基準の緩和が必要である。 

○ 広域連携を促進するためには、広域化を支援する交付金事業の交付率の引上げ

及び採択基準（広域化の規模や類型、時限措置等）の緩和が必要である。 
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1/4 
【H27 以前 1/3】 

水道管路の緊急改善（40年以上の塩ビ・ダク 
タイル・鋼管等で導水管・送水管・配水本管） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

主な事業内容（対象施設） 交付率 採択基準 

基幹水道構造物の耐震化（浄水場・配水池）   

 1/3 給水収益に占める企業債残高 300％以上 等 

広域連携に向けた施設整備等 1/3  
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基幹管路の耐震適合率（％） 
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▲
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83万9千人
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県内の給水人口と年間給水量の実績と推計 県内水道事業の建設改良費の実績と推計 

 (2015)▲
    ▲ 

実績 ← → 推計 

  ▲ 

 ▼ 

低い耐震化率→財政支援の拡充 

広域連携検討状況 
（上：検討会、下：作業部会） 

◎全国及び山形県の水道施設の耐震化の状況 

（出典：厚生労働省 水道事業における耐震化の状況） ◎「広域連携」による経営基盤強化の必要性 

ピーク(1998) 
120 万 4 千人 110 万 7 千人 

（出典：山形県水道ビジョン） 

2006～2015 の平均建設改良費 
(96 億円) 

2016～2040 の平均建設改良費(推計) 
(234 億円) 

（出典：山形県水道ビジョン） 

山形県担当部署：防災くらし安心部 食品安全衛生課  TEL：023-630-3313 

◎耐震化・広域連携交付金の主な課題（抜粋） 

計画資本単価 90円／㎥以上 
【H21 以前 70 円／㎥以上】 

３市町村以上の水道事業者による５年
以内の事業統合実現 等 

浄水施設の耐震化率（％） 配水池の耐震化率（％） 

（出典：山形県水道ビジョン） 

厳しい経営環境 

→供給単価上昇 

人口減少等により水需要減少＝収入減 更新需要の増大＝費用増加 

水道供給単価の推移予測（県内上水道集計） 山形県水道事業広域連携検討会 
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